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2024年 6月 No.40 

地球温暖化対策推進法の一部改正法の成立 
～地域脱炭素化促進事業制度の拡充と JCM制度の実施体制強化～ 

弁護士 渡邉 啓久 

1. はじめに 

2024 年 6 月 12 日、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が成立し、同月 19 日に公布さ
れた。同月 23日に閉会した通常国会では、内閣提出法案 62のうち、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に
係る海域の利用の促進に関する法律」の改正法案 1を除く 61 の法律が成立し、脱炭素、ESG・サステナビリティ
関連の重要な法令の成立も目立った。本稿で取り上げる地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」とい
う。）の一部改正法もその一つであり、①地域脱炭素化促進事業制度の拡充と②二国間クレジット制度（JCM）の着
実な実施を確保するための実施体制強化に関する措置の二点が柱となる。 
今回成立した一部改正法は、一部の規定を除き、2025年 4月 1日から施行される 2。 

2. 地域脱炭素化促進事業制度の拡充 

1. 地域脱炭素化促進事業の計画・認定制度について 

地域脱炭素化促進事業の計画・認定制度は、地域における脱炭素化の取組みを促進し、プロジェクトの円滑な実
施を促進すべく、2021年 6月に公布された温対法の改正により導入された制度である。 
地域脱炭素化促進事業の計画・認定制度は、①市町村が地域脱炭素化促進事業の目標、同事業の対象となる区域

（促進区域）、促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模などの地域脱炭素化促進事業の促
進に関する事項を含めた地方公共団体実行計画を策定することを前提に 3、②事業者が地方公共団体実行計画に適
合した事業計画を策定し、申請により市町村の認定を受けることで、許認可のワンストップ化などの特典を得られ
る仕組みである（下記図表を参照。）。 
このうち①の段階は市町村が主導して行う手続であり、市町村が地方公共団体実行計画における「地域脱炭素化

促進事業の促進に関する事項」を策定するに当たり、関係者が参加する議論の場（協議会）を設けるなどして課題
の抽出や解決方法を検討し、促進区域や市町村が同事業に対して求める「地域の環境の保全のための取組」、「地域

 
1 同法案は、①排他的経済水域（Exclusive Economic Zone：EEZ）における洋上風力発電施設の設置許可制度と②一般海域における
環境影響評価手続の初期段階を国が担う仕組み（環境調査のセントラル方式）の導入の二つを柱とするもので注目を集めたが、2024年
5月 28日に衆議院を通過したものの、同年 6月 21日の参議院本会議にて継続審査とすることが全会一致で決議された。 
2 以下、現行の温対法を示すときは「法」又は「現行温対法」といい、改正後の温対法を示すときは特に「改正法」という。 
3 都道府県、指定都市、中核市等については、地方公共団体実行計画において「温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に
関する事項」を定める計画（いわゆる「地方公共団体実行計画（区域施策編）」）を策定することが義務付けられているのに対し（法第
21条第 3項）、その他の市町村については努力義務に留まる（同条第 4項）。また、全ての市町村は、地方公共団体実行計画（区域施
策編）を策定する場合、「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めるよう努めることとされているが、この点も努力義務と
されている。 
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の経済及び社会の持続的発展に資する取組」等を決定するプロセスである 4。市町村が定める地方公共団体実行計
画が協議会におけるステークホルダーとの協議を反映し、事業の適地や調整が必要な課題が見える化されることに
よって、事業者の事業予見性を高めることが意図されたものである。 

（出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」3頁） 
 
②の地域脱炭素化促進事業の計画・認定に向けた手続は、大要、以下のようなものである。まず、地域脱炭素化

促進事業を実施しようとする事業者は、当該地域脱炭素化促進事業の実施に係る事業計画（地域脱炭素化促進事業
計画）を作成し、地方公共団体実行計画（但し、法第 21条第 5項に従って、当該市町村が地方公共団体実行計画
（区域施策編）において「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めた場合に限る。）を策定した市町村
（計画策定市町村）に対して認定の申請を行うことができる（法第 22条の 2第 1項及び第 2項）。 
申請を受けた計画策定市町村は、①当該地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するも

のであること、②同計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである
こと、③その他関係省令で定める基準に適合するものであることを認めたときは、同計画を認定する（同条第 3項）。 
計画策定市町村は、当該認定を行うに際し、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素

化促進施設の整備等が、①温泉法に基づく土地の掘削等の許可、②森林法に基づく民有林等における開発行為の許
可、③廃棄物処理法に基づく熱回収施設の認定や指定区域内における土地の形質変更届出、④農地法に基づく農地
の転用の許可、⑤自然公園法に基づく国立・国定公園内における開発行為の許可等又は⑥河川法に基づく水利使用
のために取水した流水等を利用する発電の登録が必要な行為に該当する場合、環境大臣又は管轄都道府県知事等の
許認可権者等と協議しその同意を得なければならない（同条第 4項）。 
その結果、認定を得た事業者（以下「認定事業者」という。）は、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って地域脱

炭素化促進施設の整備等を実施する場合、関係許認可等の取得・届出に係る別途の手続を省略することができ（法
第 22条の 5乃至第 22条の 10）、これらの手続を当該認定の申請とあわせてワンストップで行うことが可能とな
る。また、環境影響評価制度との連携の観点から、認定を得た事業者は、環境影響評価法に基づく事業計画の立案
段階における配慮書手続（環境影響評価法第 2章第 1節）の省略という特例を受けることができる（法第 22条の
11）。 
環境省は、「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」（最新版は 2024年 4月改訂の第 4版）

や「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」を公表するなどし
て、地域脱炭素化促進事業の促進を積極的に後押ししている。 

 
4 環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」2頁 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_handbook_202404.pdf
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_manual_main_202404.pdf
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/sokushin_manual_main_202404.pdf
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2. 改正法の概要 

改正法によって、地域共生型の再エネ導入促進のため、再エネ事業の導入促進のための促進区域（再エネ促進区
域）の設定等の加速化に向けた制度が一層拡充される。 
(1) 地域脱炭素化促進事業計画の認定の広域化 
現行温対法の下では、各市町村がそれぞれ「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めることのみが予

定されている。これに対し、改正法の下では、都道府県及び市町村が共同して、地方公共団体実行計画における「地
域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めることができるようになる（改正法第 21条第 6項）。 
これにより、複数の計画策定市町村の区域（改正法第 21条第 6項の規定により地方公共団体実行計画において

定められた促進区域内に限る。）に跨がる地域脱炭素化促進事業計画の認定等の手続は、当該計画策定市町村が属
する都道府県又は都道府県知事が処理することになる（改正法第 22 条の 5 第 1 項）5。新制度の下で、再エネ促
進区域の設定等が一層加速化されることが期待される。 
(2) 許認可手続のワンストップ化特例についての手続追加 
改正法の施行により、宅地造成及び特定盛土等規制法第 12条第 1項に基づく宅地造成等に関する工事の許可及

び同法第 30条第 1項に基づく特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の手続がワンストップ化の対象に追
加され、認定事業者は別途これらの許可を得る必要がなくなる（改正法第 22条の 10）。これに代わり、計画策定
市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定に際して、上記許可に係る許可権者である関係都道府県知事と協議し、
その同意を得なければならない（改正法第 22条の 2第 4項第 7号・第 8号）。 

3. JCM制度の実施体制強化 

1. JCM制度の概要 

二国間クレジット制度（Joint Crediting 
Mechanism：JCM）は、途上国等への優
れた脱炭素技術、製品、システム、サービ
ス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、
実現した温室効果ガス排出削減・吸収へ
の日本の貢献を定量的に評価するととも
に、日本の「国が決定する貢献」（NDC）
の達成等に活用すること、及び地球規模
での排出削減・吸収行動を促進すること
により、国連気候変動枠組条約の究極的
な目的及びパリ協定の目的に貢献するこ
とを目指す制度である 6。 
パリ協定第 6条第 2項にいう任意の協力

的アプローチ（cooperative approaches）
の一つとして、日本が積極的に進めてきた制度であり、2024年 5月現在、日本の JCMパートナー国は、中央・東
南アジア、アフリカ、中南米諸国など 29カ国に上る 7。 

JCM プロジェクトによって創出されるクレジットは、プロジェクトへの資金支援や投資などの日本側の貢献に
応じ、合同委員会において、日本政府、日本側のプロジェクト参加者、パートナー国政府、パートナー国側のプロ

 
5 なお、同計画の認定に際して、都道府県は、予め計画策定市町村の長と協議し、その同意を得なければならない（同条第 2項）。 
6 環境省 脱炭素ポータル「二国間クレジット制度（JCM）とは何か？～温室効果ガスの世界的な排出削減・吸収に貢献する取組～」 
7 環境省「二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism (JCM) の最新動向）」（2024年 5月）4頁 

（出典：環境省「二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism 
(JCM) の最新動向）」（2024年 5月）6頁） 

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20220930-topic-33.html
https://www.env.go.jp/content/000129306.pdf
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ジェクト参加者等へ配分される。 
2024年 2月現在で、250件超のプロジェ

クトが組成されたとされる 8。また、2030年
度までに累積 1億 t-CO2程度の国際的な排出
削減・吸収量を確保するとの目標に対して、
既存の JCM プロジェクトによる累積削減量
は、同月現在、約 2,300万 t-CO2に上ってい
る 9。 
もっとも、これまでの JCMプロジェクトの

ほとんどは日本政府による資金支援や実現
可能性調査により実現したプロジェクトで
あり、日本企業の資金負担は限られ、民間事
業者が取得したクレジット量も限定された
ものであった 10。今後更なる JCM プロジェ
クトの組成に向けては、JCMクレジットの取

得を企図する、政府資金に頼らない民間資金を中心とするプロジェクト組成の促進が必要とされ、環境省などは、
2023 年 3 月に「民間資金を中心とする JCM プロジェクトの組成ガイダンス」を策定し、今年 3 月に改定版を公
表している。 

2. 改正法の概要 

こうした背景の下、改正法により、パートナー国との調整等を踏まえた JCM クレジットの発行、口座簿の管理
等に関する主務大臣の手続等が一層整備される。 
(1) 国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施 
改正法の下で、JCMプロジェクトは「国際温室効果ガス排出削減等協力事業」（改正法第 2条第 9項）と扱われ

る。民間事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に向けたプロセスは、大要以下の通りである（同
法第 57条の 2乃至第 57条の 4）。 
① 国際温室効果ガス排出削減等協力事業（以下「協力事業」という。）を実施しようとする者（以下「プロジ

ェクト参加者」という。）は、主務省令で定めるところにより、協力事業の設計に係る事項を記載した書類
（「事業設計書」と定義される。）その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出する 11。 

② プロジェクト参加者は、事業設計書の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あ
らかじめ、認定検証機関の確認を得なければならない。 

③ 主務大臣は、上記①により提出された書類の内容を確認するとともに、当該協力事業の実施について、相手
国の権限ある当局と協議する。 

④ 主務大臣は、上記③による協議の結果、相手国の権限ある当局の同意があった場合、速やかに、その旨をプ
ロジェクト参加者に通知する（通知を受けた者は「排出削減等協力事業者」と定義される。）。 

⑤ 排出削減等協力事業者は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座
にその実施した協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについて、主務大臣に申請書
を提出する（なお、協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、事前に認定検証機関の検
証を受けなければならない。）。 

⑥ 主務大臣は、上記⑤の申請書の内容を踏まえ、相手国の権限ある当局と協議し、その同意があった場合は、
国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができ、その
旨が排出削減等協力事業者に通知される。 

 
8 環境省＝経済産業省＝外務省＝農林水産省「民間資金を中心とする JCMプロジェクトの組成ガイダンス（改訂版）」1頁 
9 環境省「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の概要」 
10 前掲注 8書 9頁 
11 なお、現行の仕組みの下でも、事業概要（Project Idea Note：PIN）の作成及び提出が求められている（前掲注 8書 5頁）。 

（出典：環境省「二国間クレジット制度（ Joint Crediting 
Mechanism (JCM) の最新動向）」（2024年 5月）3頁） 

https://www.env.go.jp/content/000123179.pdf
https://www.env.go.jp/content/000123179.pdf
https://www.env.go.jp/content/000204287.pdf
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(2) 指定実施機関の指定 
パートナー国の増加等に対応するため、日本側の合同委員会事務局等の業務を指定法人（「指定実施機関」と定

義される。）に委任することを可能とする制度が創設される（改正法第 57条の 19）。上述した国際協力排出削減量
口座簿の作成や、政府保有口座及び法人等保有口座の開設（同法第 57 条の 6）などの主務大臣の事務（国際協力
排出削減量関係事務）が指定実施機関に委任されることが想定されている。 

4. おわりに 

今回の温対法の改正法は、上述したもののほか、日常生活における温室効果ガスの削減促進のため、原材料の調
達から廃棄までのライフサイクル全体の排出量が少ない製品等の選択や、排出削減に資するライフスタイル転換を
促進するための規定整備も行われる（改正法第 24 条。なお、同条については公布の日に即日施行されている。）。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け近時頻繁に改正されている温対法であるが、企業の気候変動対応の観
点から、今後もその改正・運用動向に注目していく必要があろう。 

 
2024年 6月 28日 
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(Projects and Energy)に選出、ALB Japan Law Awards 2024 Young Lawyer of the Year部
門にてショートリスト。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 
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